
 

 

 

動物の愛護及び管理に関する法律（動物愛護法、2020年 6月 1日施行） 

 

第25条 都道府県知事は、動物の飼養、保管又は給餌若しくは給水に起因

した騒音又は悪臭の発生、動物の毛の飛散、多数の昆虫の発生等によつて

周辺の生活環境が損なわれている事態として環境省令で定める事態が生じ

ていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、必要な指導又

は助言をすることができる。 

 

 

東つよし個人質問資料 2021.12.9 

 

【2021年 11月ごろに南区妹尾で近隣住民が撮影】 

 

 

 

資料１ 親子とみられる野犬 

 

資料２ 改正動物愛護法の規定（赤線が改定部分） 

 

資料３ 法改正を受けた各自治体のホームページの記載 

 

大阪市 

防府市 

岡山市 


